
４月１日から市役所の組織と庁舎配置の一部が変わりました 

（問い合わせ先 企画課企画係 ℡72－6119） 
 
 市では、平成１８年に策定しました定員適正化計画の実現と、重点施策や法制度の改正等の新

たな課題に取り組むため、平成２０年４月１日から組織の一部を見直しました。その主な内容に

ついてお知らせいたします。 
 

■本  庁                                   

① 課の新設、名称変更、再編を行いました。 
 

旧 組 織  新 組 織 見 直 し 内 容 

    

 

 

文化推進室 

市長部局に文化振興部門として「文化推進室」を新設しました。

・世界遺産登録に係る各課との調整業務 

・子守唄の流れる島施策の具体的推進戦略の組立て 

・その他、文化事業の推進に関する業務…等担当します。 

    

 

建 設 課 

都市計画課  

建 設 課 

管 理 課 

建設課と都市計画課を「建設課」と「管理課」に再編しました。

・再編後の建設課は主に道路建設等技術業務を担当 

・再編後の管理課は主に公園等の維持管理業務を担当 

（管理課は、各課で所管していた公園等を一元管理） 

    

長寿対策課 

 

 長寿介護課 

長寿対策課は、「長寿介護課」に名称を変更しました。 

・庁舎を本庁１階へ移転しました。 

・地域包括支援ｾﾝﾀｰ、介護保険認定業務も本庁舎で取扱います。

 
② 班制を拡大しました。 

・複数の重要施策を抱える係及び人員の多い係を必要に応じ「班」としました。 

・班には業務の必要に応じ複数の係長を配置しました。 

 

■支  所                                   

○ 班を統合しました。 
 

産業経済課 

事 業 班 

振 興 班 

 
産業振興班 ・事業班と振興班を統合し「産業振興班」としました。 

 
 






